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（令和6年6月28日時点）

「中小企業省力化投資補助金」第1回公募開始のご案内
本補助金は、中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするため、人手不足に悩む中小企業等が ＩｏＴ・ロボット等の
人手不足解消に効果がある汎用製品を導入するための事業費等の経費の一部を補助する制度です。
【 対象者 】  人手不足の状態にある中小企業等
【対象事業】 カタログに掲載されている製品の導入

＜掲載されている製品カテゴリー＞
【対象事業】 清掃ロボット、配膳ロボット、自動倉庫、検品・仕分システム、無人搬送車、スチームコンベクションオーブン、券売機、自動精算機、

【対象事業】 自動チェックイン機、タブレット型給油許可システム、オートラベラー、飲料補充ロボット、デジタル紙面色校正装置、測量機）

【実施期間】 交付決定日～１２ヶ月以内
【補助率 】  １/２以内
【補助金額】 従業員数５名以下…２００万円（大幅な賃上げを行う場合３００万円）
【補助金額】 従業員数６～２０名…５００万円（大幅な賃上げを行う場合７５０万円）
【補助金額】 従業員数２１名以上…１,０００万円（大幅な賃上げを行う場合１,５００万円）  
【申請期限】 令和６年７月１９日（金） ※令和８年９月頃までに複数回公募される予定
【申請方法】 電子申請のみ（ＧビズＩＤプライムアカウントの取得が必要）

（１）ＷＥＢサイトに掲載されているカタログから導入製品及び販売店を選択する 《詳 細》
（２）販売店と連絡を取り、事業計画の作成を行う
（３）電子申請システムを通じて販売店と共同で交付申請を行う

【問合せ先】 コールセンター ナビダイヤル：０５７０-０９９-６６０ ＩＰ電話等から：０３-４３３５-７５９５

青年部「“絆”感謝運動」の実施について
青年部は６月９日（日）に全国統一事業「“絆”感謝運動」として、清見保育園内に
ある砂場の修繕奉仕事業を実施しました。この運動は、商工会青年部による日常的
な地域活動や災害発生時の支援活動等において改めて確認されている「青年部と
地域との絆」、「全国の青年部間の絆」に対し、再認識と感謝の機会を設けるとともに、
今後もその「絆」をさらに強化していくことを目的とする事業です。
今回は清見保育園の砂場の木枠が老朽化していたため、新しいものに取り換え、
園児がケガをしないようにささくれをバーナーで焼いたり、サンドペーパーで磨きあげ
る作業を行いました。
石垣宏和部長（治療院じゅうべえ）は、「未来を担う子供たちに今後も貢献していき
たい」と語り、青年部活動を通じて地域に役立つ意欲を示しました。

「岐阜県地域活性化ファンド事業費助成金」のご案内
本助成金は、地域の活性化の推進を図るため、基金「岐阜県地域活性化ファンド」の運用益で、中小企業者等が行う新
商品開発・新技術開発及びその新商品・新技術の販売力強化の新たな取り組みに対し助成を行う制度です。
【対象者 】  県内の中小企業者等
【対象事業】 ①新たな地場産品・高付加価値化商品の開発事業、新商品開発、新技術開発及びその新商品・新技術の

販売力強化に新たに取り組む事業で、中小企業者等が作成した計画（２～５年程度の計画）に基づく事業。
（新商品・新技術開発のみの場合は１～２年の計画）

【対象事業】 ②地域団体商標制度を活用した新商品・新技術開発、販売力強化に取り組む事業。
【実施期間】 事業開始日から１年以内
【助成率 】  １/２以内
【助成金額】 １年間で上限２００万円、下限５０万円  
【申請期間】 第１回募集…令和６年６月３日（月）～７月３１日（水）１７時必着
【申請期限】 第２回募集…令和６年１０月１５日（火）～１１月２９日（金）１７時必着   《詳 細》
【申請方法】 ＷＥＢサイトで交付申請書をダウンロードし、必要書類を添えて郵送または持参してください。
【問合せ先】 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター 申請書の内容について→総合支援課 ０５８-２７７-１０８０

 申請書の提出について→資金課 ０５８-２７７-１０８３



「高山市外国人材雇用支援事業補助金」のご案内
高山市は、市内の人材不足が深刻化する中、多様な人材の活躍による市内の人材確保を図るため、新たに外国人材を
雇用する事業者に対し、経費の一部を補助します。
【対象者 】  市内に事業所を有する事業者
【対象事業】 以下の要件を全て満たすもの

①令和６年１月１日以降の新たな外国人材の直接雇用（転勤、出向、出張等による勤務地の変更を除く）で
 あり、且つ雇用した日（外国人雇用状況届出の日）から１年以上継続して雇用するものであること
②市内の事業所等で外国人材を就労させるものであること
③常用労働者（１週間の所定労働時間が２０時間以上）として外国人材を雇用するものであること
④事業者が補助対象経費を負担するものであること
⑤市内に住民登録をした日から１年以内の外国人材を雇用するものであること

【対象費用】 外国人材の雇用時に要する費用
①登録支援機関、監理団体及び日本国内の人材紹介会社に雇用開始時に支払う初期経費
②在留資格の変更の申請及び在留期間の更新の申請に係る書類の作成に要する費用
③外国人材の就労時の入国を目的とした渡航費用
④留学生として国内の学校等を卒業した後、雇用する外国人材の就労時の高山市内までの移動費用
⑤外国人材受入を目的とした住宅借上、ハウスクリーニング、社宅購入・改修等住環境整備に要する費用 他

【補助金額】 補助上限額２０万円（補助率１/３以内）
【申請方法】 ＷＥＢサイトで申請書をダウンロード・印刷し、書面にて申請してください。
【問合せ先】 高山市商工労働部 雇用・産業創出課 電話：０５７７-３５-３１８２    

労働安全衛生法の各種手続きについて入力支援サービスをご利用ください
労働安全衛生法に基づく各種手続きについては、「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る
入力支援サービス」をご利用ください。入力支援サービスでは令和７年１月１日から電子申請が義務化される
７種類の届出について電子申請することができます。電子申請の手続き等でご不明点がある場合は、高山労
働基準監督署安全衛生課（０５７７-３２-１１８０）までお問合せ下さい。
◆労働者死傷病報告（様式第２３号・第２４号） ◆有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書（様式第６号の２）
◆総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告（様式第３号）
◆定期健康診断結果報告書（様式第６号） ◆心理的な負担の程度を把握するための検査結果報告書（様式第６号の３）
◆有機溶剤等健康診断結果報告書（様式第３号の２） ◆じん肺健康管理実施状況報告（様式第８号） 

公募中の主な補助金制度のご案内

「事業再構築補助金（国）」

新市場進出、事業・業種転換、事業再編等、思い切った事業再構築に
意欲を有する中小企業等の挑戦を支援する補助金制度です。
【申請期限】 第１２回…７月２６日（金）１８：００

「IT導入補助金（国）」  

業務の効率化やＤＸの推進、セキュリティ対策のためのＩＴツール等の導
入を支援する補助金制度です。
【申請期限】 第５回…７月１９日（金）、第６回…８月２３日（金）

「デジタル技術活用促進支援事業補助金（市）」

デジタル技術を活用することにより生産性を高める取り組みや、働き方
改革を推進する取り組み及び人材不足を補う取り組みを支援する補助
金制度です。
【申請期限】 予算上限に達した時点で受付終了

《詳 細》

《詳 細》

小規模企業景気動向調査
(５月期)報告書について
本報告書は、全国の商工会地
区に所属する小規模企業の景
気動向調査の結果を取りまとめ
たもので、小規模事業者の皆様
に提供し、経営活動の一助とな
ることを目的としています。

《詳 細》

《支援ｻｰﾋﾞｽ》

外国人の受け入れについてのご理解とご協力のお願い
人口減少が著しい商工会地域においても、外国人技能実習制度や特定技能制度によって受け入れられた
外国人の方々は重要な存在であり、企業や地域にとって貴重な人材として活躍しています。
外国人の方を雇用する場合には、企業は言語や習慣の違いから生じる誤解を防ぐため、日本人を雇用する
場合以上に注意深く説明する必要があります。また、書類手続きや雇用管理など、遵守すべきルールも多く
存在します。改めて外国人雇用について理解を深めるとともに、雇用ルールの確認をお願いします。

《外国人雇用の
基本ルール》

《報告書》

《詳 細》

「ＧビズＩＤプライムアカウント」の取得について
ＧビズＩＤプライムアカウントを取得することにより、補助金申請、事業継続力強化計画などの認定申請、
複数の行政サービスをインターネット上で利用することができます。今後の補助金活用等を見据えて、
今のうちから取得されることをお勧めします。   《詳 細》

《詳 細》
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